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特別乗車券について 
《IKEBUS乗車人員増加に向けた促進策》 

IKEBUSの運行開始を記念し、下記の通りPRするとともに、区立小学校の児童への

乗車、サポーター企業となっていただいた企業等へ期限を限定した特別乗車券を販売。 

1. PRポスターの掲示・PRチラシの配布 

IKEBUS を多くの人に知ってもらい乗車してもらえるよう、区有施設、IKEBUS サポ

ーター企業や区と連携する団体等に協力していただき、多くの場所にポスター掲示

するとともにチラシを配布していただく。 

(1) ポスター掲示及びチラシ配布期間 

令和元年 12 月下旬～ 

(2) ポスター掲示数 

2,000 枚 

(3) チラシ配布数 

60,000 枚 

(4) 協力企業等 

① サポーター企業（20 社） 

(株)ビックカメラ、(株)サンシャインシティ、東京国際大学、 

西武池袋本店、(株)西武ホールディングス、東武百貨店、(株)アニメイト、 

(株)池袋ショッピングパーク、巣鴨信用金庫、西武信用金庫、 

帝京平成大学、東京信用金庫、(株)ドワンゴ、(株)ポニーキャニオン、 

(株)パルコ、(株)バンダイナムコアミューズメント、 

(株)プロントコーポレーション、日本ホテル（株）、栄真(株)、 

(株)リビエラ 

② 関係団体等（約 50 団体） 

豊島法人会、豊島区医師会、池袋防犯協会、豊島区建設業協会 他 

2. 小学生体験乗車の実施 

豊島区内の小学生に IKEBUS の魅力や楽しさを感じてもらうための体験乗車を実

施するため子ども招待券（1回乗車券）を配布する。 

(1) 配布予定日 

令和元年 12 月 16 日以降

(2) 配布数 

区立小学校全児童：約 8,700 枚

(3) 利用期間 

令和元年 12 月 18 日～令和 2 年 1 月 31 日
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3. 関係団体等へ IKEBUS特別乗車券の販売 

ポスター掲示及びチラシの配布を依頼したサポーター企業や団体等に運行記念特

別乗車券（1回乗車券）を販売し多くの皆様に体験乗車していただき、その魅力を

多くの人に発信してもらうことを目的とする。 

(1) 販売予定日 

令和元年 12 月 16 日以降

(2) 販売数 

約 29,000 枚

(3) サポーター企業等への販売価格 

通常価格の半額で一枚 100 円

(4) 利用期間 

令和元年 12 月 18 日～令和 2 年 1 月 31 日
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 PRチラシ表及びポスターデザイン 
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 PRチラシ裏デザイン 
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令和元年12月11日  

WEX19第42号  

関東運輸局長 殿 

住 所 東京都江東区新木場1-18-13  

氏名又は名称 WILLER EXPRESS株式会社 

代 表 者 名 代表取締役 平山 幸司    印略 

一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更届出書 

このたび，一般乗合旅客自動車運送事業の運賃を変更したいので、道路運送法第９条及

び同法施行規則第９条の規定に基づいて下記のとおり届け出いたします。  

記 

以上 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

住 所 東京都江東区新木場1-18-13 

氏名又は名称 WILLER EXPRESS株式会社 

代 表 者 名 代表取締役 平山 幸司 

２．設定又は変更しようとする運賃を適用する路線 

地域公共交通会議で協議された路線 

３．設定又は変更しようとする運賃の種類、額及び適用方法 

別紙1のとおり 

４．適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

  適用する期間： 令和元年12月18日～令和2年1月31日 

条 件 ： WILLER EXPRESS株式会社が発行する一回券(特殊)を 

     利用する場合に限る。  

５．実施予定日 

令和元年年12月18日 



別紙1 

■設定又は変更しようとする運賃の種類、額及び適用方法 

1 .運賃の種類、額 【 新事項】  (適用期間： 令和元年12月18日～令和2年1月31日)

一回券一回券(特殊) 3時間券一日券二日券

大人 200円 300円 500円 800円

高齢者

障がい者

子ども 0円

400円

100円

100円 100円 250円

2.運賃の適用方法(変更なし) 

 イ.高齢者は、シルバーパスの提示者が対象 

ロ.障がい者は、障がい者手帳の提示者が対象 

ハ.子どもは、小学生以下が対象（ 未就学児は無料）  

1 .運賃の種類、額 【 旧事項】  

一回券 3時間券 一日券二日券

大人 200円 300円 500円 800円

高齢者

障がい者

子ども

100円 100円 250円 400円

2.運賃の適用方法(変更なし) 

 イ.高齢者は、シルバーパスの提示者が対象 

ロ.障がい者は、障がい者手帳の提示者が対象 

ハ.子どもは、小学生以下が対象（ 未就学児は無料）



地域公共交通会議又は協議会において協議が調つていることを証する書類 別添 

WEX19第35号 令和元年8月26日付 

池袋副都心移動システム(IKE BUS)の運行について 

1 .IKE BUSの運行について 

(5 )事業計画(案) 

運賃 

(注記) 

※券種については、運行開始後の状況を踏まえて販売の要否を検討。  
※上記以外の券種については、区と協議の上、要否を決定し、本会議に報告致します。  

【 豊島区との協議事項】  

1).年月日： 令和元年12月5日 

2).先方： 豊島区役所 土木担当部長 原島克典様 

 当方： WILLER 株式会社 MaaS Business Development Dept.地域プロジェクト  

チーム 箱田 大輔 

3).協議事項 

 ・ IKE BUSを豊島区民、並びに豊島区の企業の方に知って頂く為に、1回乗車券 

(特殊)を設定し、優待券、招待券として販売・ 配布する。  

・ 1回乗車券(特殊)大人100円[優待券]を、WILLER EPXRESS株式会社が販売する。  

・ 1回乗車券(特殊)子ども0円[招待券]を、WILLER EPXRESS株式会社が作成する。  

・ 1回乗車券(特殊)は、令和元年12月18日～令和2年1月31日を適用期間とする。  

（参考資料）

届出の根拠


